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○
多
重
債
務
・
ロ
ー
ン
：
37
件

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル
：
22
件

○
建
物
賃
貸
借
：
10
件

○
中
古
自
動
車
：
９
件

○
未
公
開
株
・
社
債
：
８
件

○
海
外
宝
く
じ
な
ど
：
８
件

○
投
資
詐
欺
：
５
件

　
　
…
…
総
件
数
１
８
７
件

①
多
重
債
務
・
ロ
ー
ン

　
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
サ
ラ
金
や
カ
ー

ド
で
の
借
金
、
住
宅
な
ど
の
ロ
ー
ン
に
つ

い
て
の
相
談
で
す
。
20
歳
代
か
ら
60
歳
代

の
人
ま
で
、
幅
広
い
年
代
で
相
談
件
数
の

上
位
を
占
め
て
い
ま
す
。

　
「
失
業
や
収
入
の
減
少
に
よ
り
、
新
た

に
借
金
を
し
た
」、「
既
存
の
借
金
や
ロ
ー

ン
の
返
済
が
で
き
な
く
な
っ
た
」
と
い
う

相
談
が
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　
借
金
を
返
済
で
き
な
い
場
合
、
任
意
整

理
・
特
定
調
停
・
個
人
再
生
・
自
己
破
産

と
い
っ
た
債
務
整
理
の
方
法
が
あ
り
ま

す
。
自
分
を
追
い
詰
め
て
し
ま
う
前
に
、

市
民
生
活
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル

　
次
に
多
か
っ
た
の
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
携

帯
電
話
で
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル

で
す
。
20
歳
代
～
40
歳
代
の
人
の
相
談
が

多
く
あ
り
ま
し
た
。

　
出
会
い
系
サ
イ
ト
、
ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト

の
高
額
利
用
料
に
関
す
る
相
談
で
は
、
数

百
万
円
の
利
用
料
を
請
求
さ
れ
る
こ
と
も

珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
有
名
人
と
デ
ー

ト
で
き
る
」「
メ
ー
ル
を
続
け
て
く
れ
た

ら
報
酬
を
あ
げ
る
」
な
ど
と
甘
い
言
葉
で

利
用
を
継
続
さ
せ
る
の
が
手
口
で
す
。
ま

た
、
主
に
携
帯
電
話
の
メ
ー
ル
を
利
用
し

て
「
過
去
に
利
用
し
て
い
た
有
料
サ
イ
ト

が
解
約
で
き
て
い
な
い
」
な
ど
と
言
っ
て

高
額
な
延
滞
金
な
ど
を
求
め
ら
れ
る
架

空
・
不
当
請
求
も
依
然
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
場
合
、
一
度
払
っ
て
し
ま

う
と
基
本
的
に
返
金
は
困
難
で
す
。
料
金

を
支
払
う
前
に
「
お
か
し
い
」
と
気
づ
く

こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た
、
架
空
・
不
当

請
求
は
、
無
視
す
る
こ
と
が
一
番
で
す
。

う
っ
か
り
電
話
連
絡
な
ど
を
し
て
し
ま
う

と
、
電
話
番
号

を
知
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す

の
で
、
決
し
て

連
絡
を
取
ら
な

い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

※
身
に
覚
え
の

　
な
い
請
求
書 

　
な
ど
の
書
面
が
届
い
た
と
き
は
、
市
民

　
生
活
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

③
未
公
開
株
、
そ
の
ほ
か
の
投
資
詐
欺

　

未
公
開
株
や
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
へ
の

投
資
詐
欺
に
関
す
る
相
談
は
、
１
件
あ

た
り
の
被
害
額
が
大
き
く
、
数
千
万
円

を
だ
ま
し
取
ら
れ
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。

60
歳
代
～
70
歳
代
の
人
に
相
談
が
集
中

し
て
い
ま
す
。

　
投
資
す
る
商
品
や
権
利
は
さ
ま
ざ
ま
で

す
が
、
入
金
後
に
業
者
と
連
絡
が
取
れ
な

く
な
り
、
救
済
が
困
難
な
ケ
ー
ス
が
ほ
と

ん
ど
で
す
の
で
、
不
自
然
な
儲
け
話
に
は

乗
ら
な
い
よ
う
に
し
て
、
被
害
を
未
然
に

防
ぐ
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
ど
の
よ
う
な
問
題
で
も
、
早
め
に
相
談

す
る
こ
と
が
解
決
の
カ
ギ
で
す
。
消
費
生

活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
や
悩
み
は
ひ
と
り

で
抱
え
込
ま
ず
、
市
民
生
活
課
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
消
費
生
活
専
門
相
談
員
や
職

員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※
専
門
相
談
員
が
相
談
に
応
じ
る
日
時
：

　
原
則
月
・
火
・
木
・
金
曜
日

午
前
９
時
～
午
後
４
時

【
伊
賀
市
消
費
生
活
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
】

　
☎
22
・
９
６
２
６
（
平
日
午
前
９
時
～

午
後
４
時
）

【
問
い
合
わ
せ
】　
市
民
生
活
課

　
☎
22
・
９
６
３
８　
ＦＡＸ
22
・
９
６
４
１

５
月
は
消
費
者
月
間
で
す

　
市
で
は
、
昨
年
４
月
か
ら
消
費
生
活
相
談
員
を
置
い
て
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
消
費
生
活
に
関
す

る
相
談
に
対
し
、
よ
り
専
門
的
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
昨
年
度
の
相
談
に
つ
い
て
、

そ
の
傾
向
と
解
決
・
対
応
方
法
を
紹
介
し
ま
す
。

◆ 

消
費
生
活
相
談
件
数

（
平
成
23
年
４
月
１
日
～
平
成
24
年
２
月
末
）

◆ 

相
談
の
内
容
と
解
決
・
対
応
方
法

出
前
講
座
を
受
け
て
み
ま
せ
ん
か

　
市
で
は
、
消
費
者
被
害
を
防
ぐ
た
め

に
出
前
講
座
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
対　
象
】　
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
50
人
程
度
ま
で
の
グ
ル
ー
プ

【
と　
き
】　
原
則
と
し
て
閉
庁
日
を
除

く
午
前
10
時
～
午
後
９
時
（
そ
の
ほ
か

の
時
間
帯
も
相
談
に
応
じ
ま
す
。）

【
費　
用
】　
無
料

※
会
場
使
用
料
な
ど
は
申
込
者
の
負
担

【
講　
師
】　
市
職
員
・
専
門
相
談
員
な
ど

【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　
開
催
予
定
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
、

市
民
生
活
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
申
込
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

■

 

困
っ
た
と
き
は
市
民
生
活
課
へ
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【対象者】
　民間事業者・公共的団体

【掲載場所】
　市指定ごみ袋の表面
※印刷色は青 1 色です。

【枚　数】
　246 万枚作成（枚数は変更する場合があります。）
　　大（45ℓ）：150 万枚
　　中（30ℓ）：  70 万枚
　　小（20ℓ）：  26 万枚

【種　類】
　　大（45ℓ）：１枠 200㎜× 50㎜程度で４枠
　　中（30ℓ）：１枠 150㎜× 40㎜程度で４枠
　　小（20ℓ）：１枠 150㎜× 35㎜程度で４枠
※ごみ袋の種類ごとの募集はしていません。

【募集数】
　４者（団体）　※先着順

【販売予定期間】
　12 月ごろ～平成 25 年 11 月ごろ
※ごみ袋の種類により販売期間が異なります。

【掲載料】
　１枠 137,500 円（消費税・地方消費税を含む。）

【申込方法】
　清掃事業課にある市指定ごみ袋広告掲載申込書に必
要事項を記入の上、掲載広告原稿（電子データ可）・
企業の概要がわかるもの・市税完納証明書を添えて、
郵送または持参でお申し込みください。（FAX・Ｅメー
ルは不可）申込書はホームページからもダウンロード
できます。
※広告の中に広告主の連絡先を明記してください。

【申込期限】　５月 25 日㈮
【掲載料の納入】
　広告掲載料の納入は、伊賀市指定ごみ袋広告掲載決
定通知書の通知日から 10 日以内に市が指定する納付
書により納入してください。
※詳しくは、「市指定ごみ袋広告掲載募集要項」をご
　確認ください。
※事業者の業種などによっては、広告を掲載できない
　場合があります。詳しくは「広告掲載要綱」と「広
　告掲載基準」をご確認ください。

【申込先・問い合わせ】
　〒 518-1155
　伊賀市治田 3547-13　さくらリサイクルセンター内
　伊賀市人権生活環境部清掃事業課
　☎ 20-1050　

◇◇◇ 市指定ごみ袋の広告募集 ◇◇◇

障がい福祉サービスを利用するには

○介護給付
　居宅介護（ホームヘルプ）・行動援護・同行援護・
短期入所（ショートステイ）・重度訪問介護・療
養介護・生活介護・共同生活介護（ケアホーム）・
施設入所支援

○訓練等給付
　共同生活援助（グループホーム）・自立訓練・
就労移行支援 ･ 就労継続支援

○地域生活支援事業（主な事業）
　移動支援事業（ガイドヘルプ）・地域活動支援
センター事業・日中一時支援事業

○地域相談支援
　地域移行支援・地域定着支援

○児童福祉法関連
　児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等
デイサービス・保育所等訪問支援

【更新手続き】
　すでに「障害福祉サービス受給者証」の交付を
受けている人に、更新のための書類をお送りしま
すので、期日までに手続きを
済ませてください。

【問い合わせ】
　障がい者相談支援センター
　☎ 26-7725　ＦＡＸ 22-9662
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　ＦＡＸ 22-9662
　各支所住民福祉課

◆◆◆ 主なサービス ◆◆◆

　障がいのある人が、自宅への訪問による介護を受けたり、施設への通所や入所
などのサービスを受けたいと思ったら、障害者自立支援法・児童福祉法に基づい
て手続きをしていただくことが必要です。詳しくはお問い合わせください。


